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新しい時代を切り拓く実践経営情報紙 

受け取り方法で異なる満期保険金 
一時金で受領した場合は一時所得 

 
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取

人がだれであるかにより異なる。所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが

同一人の場合だ。この場合の満期保険金等は、受け取りの方法により、一時所得又は雑所得とし

て課税される。 

保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合で、満期保険金等を一時金で受領した場合に

は、一時所得になる。一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、

受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、さらに一時所得の

特別控除額50万円を差し引いた金額となる。課税の対象になるのは、この金額を更に１／２にし

た金額だ。  

満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になる。雑所得の金額は、そ

の年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金

額である。年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収される。年金が支払われる際は、

「（年金の額－その年金の額に対応する保険料又は掛金の額）×10.21％」で計算した所得税及び

復興特別所得税が源泉徴収される。 

一方、保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対

して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税され

る。 

 

 


